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指標の見直し（案）
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（概要）
 大柱Ⅲ「福祉の基盤づくり」の成果指標について、現指標の進捗状況に伴い、適切な目標

設定を図るため、次のとおり見直す。

大柱 指標名 基準値 現状値 目標値 

Ⅲ　 （現）包括的相談支援体制の整備を行った市町数
11市町
（R元）

35市町
（R6）

35市町
（R6）

Ⅲ （新）包括的な支援体制を整備した市町数 調査中 同左
35市町
（R10）

【指標見直しの考え方】
○令和６年度市町アンケート（県福祉長寿政策課実施）においては、35市町が包括的相談支
 援体制を整備していると回答

○社会福祉法上、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備が市町
 村の努力義務とされていることから、今後は、相談を包括的に受け止める場に加え、多機
 関協働による支援、アウトリーチ、地域づくりに向けた支援など、包括的な支援体制の整
 備を目指す。



相
談
者

孤
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・
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立
の
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（ 

相
談
す
る
人
が
い
な
い 

）

多機関協働事業
〇 支援の方向性を整理

〇 関係機関の役割分担

包括的相談支援事業

〇 包括的に相談を受け止める

〇 課題を整理する

〇 多機関協働事業につなぐ

高　齢

障　害

こども

生活困窮

支援機関と
連携・調整

相談支援機関

アウトリーチによる把握
（～Ｒ５）

〇 訪問等に出向く中で、支援が必要にも
　 かかわらず届いていない人を把握

＜課題＞
○ 多様なニーズに対応できる支援機関不足
　 ・公的支援を拒否する要配慮者への対応
　 ・個別性の高い要配慮者への対応

〇 公的支援の支援範囲の限界
　・潜在的な要配慮者への予防的な対応

≪一般的な支援の流れ≫

≪孤独・孤立の支援の流れ≫
参画

〇個別事例に対する特性を
　生かした具体的支援行政に

つなぐ

参加支援

〇 既存の地域資源へのつなぎ

〇 新たな支援メニューを創出

就労支援

居住支援

居場所

見守り

≪ 機 関 ≫ ≪ 内 容 ≫

フォーマル

インフォーマル

就　労 医　療

居　住 教　育

福　祉 消費者相談

多文化共生

市町

社福法人

NPO
(新規参入)

社協

民間企業
相談支援機関

民生委員

医療機関

＜各地区の個別支援検討会等＞

○各地区の個別事例検討会等へ
　民間団体が参画

○公的支援を開始する前からの、
　NPO等による予防的な支援

課
題

解
決
へ

情報
共有

多様な連携体制（Ｒ５～）

〇 多様な団体同士の協働促進のため、相互理解
や成功事例の共有等を行う。活動分野や地域の枠
に捉われない緩やかなつながりを創出

企業

ＮＰＯ
（生活支援）

社会福祉
協議会

ＮＰＯ
（居場所）

社会福祉法人

市町

（ふじのくに孤独・孤立対策プラットフォーム）
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令和６年度市町社会福祉協議会事務局長会議（R6.5.30）資料から抜粋※一部加工

包括的な支援体制（イメージ）



スケジュール

区分
令和６年度 令和７年度

令和８年度
１月～３月 ４月～６月 ７月～９月 10月～12月 １月～３月

地域福祉支援
計画

次期総合計画

●第１回評価委員会
（指標の見直し）
※書面想定
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●3月総計審
(経営方針等決定)

●7月総計審
（計画素案）

●公表
（完成版）

●１月評価委員会
※次期計画策定

策定年度の体制は
別途検討

○進捗状況や次期総合計画の検討の進展等に伴い見直す指標
 について、御意見を頂く
 ⇒（今回御意見を頂く指標を含め）次期総合計画へ反映

●計画策定・推進 
 本部
（指標の見直し）

●第２回評価委員会
（進捗管理）



静岡県　次期総合計画の策定
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静岡県　次期総合計画の策定

１ 概要
  急速な時代の変化に的確に対応し、新しい時代を切り拓いていくため、
 「次期総合計画」を策定する。

２ 策定スケジュール
・令和６年度：「経営方針」を策定
・令和７年度：「行動計画案」をとりまとめた上で、計画全体（経営方針＋行動計画） 
       を審議会・県議会に諮り、令和７年度中に次期総合計画を確定を目指す

○次期総合計画について

項目 内容
目的 県政運営の基本指針であり、各分野別計画の根幹となる県政の最上位計画。

県の将来像や施策展開の方向等を示す。
構成 基本的な考えや目指す姿を示す「経営方針」とその実現に向けた具体的な

施策を示す「行動計画」の２層で構成
＜経営方針＞
○計画の位置付け ○計画の基本方針 ○今後の社会展望と課題
＜行動計画＞
○政策体系と行政経営 ○地域づくりの基本方向
 ↑・各政策と行政経営の具体的な取組・数値目標

期間 ４年間（令和７～令和10年度）
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